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告示 581 手数料等の納付に係る指定納付受託者の指定について デジタル戦略室

公告 655
姫路市ＬＧＷＡＮ対応生成ＡＩサービス導入事業に係る公募型プロ
ポーザルの実施について

デジタル戦略室
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姫路市告示第 ５８１号 

令和 ７年１２月 １日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰  

 

手数料等の納付に係る指定納付受託者の指定について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により、

手数料等の納付について下記のとおり指定納付受託者を指定したので、同条第２項の

規定により告示する。 

 

記 

 

１ 指定納付受託者の名称 

ＳＰ．ＬＩＮＫＳ株式会社 

２ 指定納付受託者の住所又は事務所の所在地  

東京都港区芝浦三丁目１番１号 田町ステーションタワーＮ１９Ｆ 

３ 指定納付受託者に指定をした日 

令和７年（2025 年）１２月１日 

４ 指定納付受託者が取り扱うことができる歳入の種類 

 (1) 河川管理課が所管する事務に係る姫路市手数料徴収条例第２条第８号に規定す

る手数料等 

 (2) 建築指導課が所管する事務に係る姫路市建築確認申請手数料等徴収条例第２条

第１項第６５～６９号に規定する手数料等 

(3) 市民活動推進課が所管する事務に係る姫路市手数料徴収条例第２条第４号に規

定する手数料等 

(4) 生涯学習大学校が所管する事務に係る姫路市立生涯学習大学校条例第４条第１

項に規定する授業料等 



(5) 生涯学習大学校が所管する事務に係る姫路市立生涯学習大学校学則第３条第２

項に規定する受講料等 

(6) 名古山霊苑管理事務所が所管する事務に係る姫路市霊苑条例第１４条及び姫路

市霊苑条例施行規則第１３条各号に規定する手数料等 

(7) 名古山霊苑管理事務所が所管する事務に係る姫路市手数料徴収条例第２条第４

号に規定する手数料等 

(8) 子育て支援室が所管する事務に係る姫路市子育て短期支援事業実施要綱第１０

条第３項に規定する受益者負担金等 



姫路市公告第 ６５５号 

令和 ７年１２月 １日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市ＬＧＷＡＮ対応生成ＡＩサービス導入事業に係る公募型プロ

ポーザルの実施について 

 

標記の件について、下記のとおり公告する。 

 

                  記 

１ プロポーザルに付する事項 

⑴  業務名 

姫路市ＬＧＷＡＮ対応生成ＡＩサービス導入事業 

⑵  業務の概要 

「姫路市ＬＧＷＡＮ対応生成ＡＩサービス導入事業要求水準書」による。 

⑶ 履行場所 

姫路市の指定する場所 

⑷ 業務期間 

ア 構築 

契約を締結した日から令和８年２月２７日まで（予定） 

イ サービス利用 

令和８年３月２日から令和８年３月３１日まで 

⑸ 提案上限金額（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

ア 構築 

  ３，５００，０００円 

イ サービス利用料 

  ３００，０００円（月額上限） 



※構築費用には研修実施に係る費用も含めるものとする。 

※本サービスの利用については、令和１１年２月末までの利用を想定して

いる。しかし、生成ＡＩは技術革新の速度が非常に速く、常に最新の技

術動向を踏まえて最適なサービスを選択する必要があるため、令和８年

度以降は、毎年度、継続利用を検討したうえで、単年度での随意契約を

予定している。 

 

２ プロポーザルの実施 

⑴ 本件は、姫路市ＬＧＷＡＮ対応生成ＡＩサービス導入事業公募型プロポーザル

募集要項に基づき実施する。 

  姫路市ＬＧＷＡＮ対応生成ＡＩサービス導入事業公募型プロポーザル募集要項

は、姫路市公式ウェブサイトで提供する。(https://www.city.himeji.lg.jp/san

gyo/0000032179.html)  

⑵ 担当部署及び連絡先 

姫路市デジタル戦略本部デジタル戦略室庁内ＤＸ担当 

〒６７０－８５０１ 姫路市安田四丁目１番地 

電話：０７９－２２１－２３９５

 


